
 

 

 

 

 

工場立地法届出の手引き 

（詳細版） 

 

 

当手引きは、工場立地法を制定した国からの各種資

料に基づき、愛知県が作成したものです。当該届出事

務は平成２９年４月から全市町村へ事務移譲されて

おり、届出先は特定工場所在地の各市町村と

なります。 

市町村によって取扱いが一部異なる場合がありま

すので、詳細は各市町村へ直接お問合せください。 

 

 

平成２９年４月 

 

愛知県産業労働部産業立地通商課  
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